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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話回線に接続される電話制御装置と、
　この電話制御装置に収容された複数の電話機と
　を有し、
　前記電話制御装置は、
　前記電話機の呼出先を対応付けて登録した端末登録情報を記憶する記憶手段と、
　前記端末登録情報に基づいて、前記電話機を呼制御する呼制御手段と
　を有し、
　前記電話機は、有線伝送路を介して前記電話制御装置に接続される有線電話機と、無線
伝送路を介して前記電話制御装置に接続される無線電話機とを含み、
　前記端末登録情報により前記有線電話機と対応付けられた前記無線電話機の状態を検出
する検出手段と、
　この検出手段の検出結果に応じて端末管理情報を前記記憶手段に登録する登録手段と
　をさらに備え、
　前記呼制御手段は、前記有線電話機が呼び出されたとき、前記端末管理情報に基づいて
、当該有線電話機と対応付けられた前記無線電話機を呼び出す電話システムであって、
　前記呼制御手段は、前記無線電話機からの発信を検出すると、この無線電話機と対応付
けられた前記有線電話機の識別番号を相手先に送信する
　ことを特徴とする電話システム。
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【請求項２】
　電話回線に接続され、複数の電話機を収容し、
　前記電話機の呼出先を対応付けて登録した端末登録情報を記憶する記憶手段と、
　前記端末登録情報に基づいて、前記電話機を呼制御する呼制御手段と
　を有し、
　前記電話機は、有線伝送路を介して接続される有線電話機と、無線伝送路を介して接続
される無線電話機とを含み、
　前記端末登録情報により前記有線電話機と対応付けられた前記無線電話機の状態を検出
する検出手段と、
　この検出手段の検出結果に応じて端末管理情報を前記記憶手段に登録する登録手段と
　をさらに備え、
　前記呼制御手段は、前記有線電話機が呼び出されたとき、前記端末管理情報に基づいて
、当該有線電話機と対応付けられた前記無線電話機を呼び出す電話制御装置であって、
　前記呼制御手段は、前記無線電話機からの発信を検出すると、この無線電話機と対応付
けられた前記有線電話機の識別番号を相手先に送信する
　ことを特徴とする電話制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電話制御技術に関し、特に、ボタン電話機（有線子機）と無線電話機とを収
容した電話システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、会社や工場等において、無線電話機を利用した電話システムが用いられてい
る（例えば、特許文献１参照。）。この無線電話機は、持ち運びできて便利であるので、
近年では、ボタン電話機（有線子機）とともに無線電話機を収容した電話システムが提案
されている。この電話システムでは、一人のユーザが有線子機と無線電話機の両方を所持
することが可能である。この場合、例えば、自分の席には有線子機を設置しておき、席か
ら離れるときには無線電話機を携帯することより、机にいる場合でも机から離れた場合で
も電話を利用することができる。
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１９７１４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、有線子機と無線電話機にはそれぞれ異なる内線番号が付与される。このため、
有線子機と無線電話機とを所有するユーザは、二つの内線番号を有することになるので、
このユーザに対して何れの電話番号を用いればよいのか特定するのが困難な場合がある。
例えば、外線を上記ユーザの有線子機に転送しようとした場合、そのユーザが席から離れ
ていると無線電話機に転送し直さなければならない。また、普段は有線子機から呼出を行
っているがときおり無線電話機から呼出を行うような場合、上記ユーザから呼び出された
相手は、発信者番号が異なるため、何れのユーザからの着信であるのか識別することが困
難である。このように、従来の電話システムでは、ユーザを特定するのが困難なため、相
手を混乱させてしまうことがあった。
【０００５】
　そこで、本願発明は、同一のユーザにより複数の電話機が使用される場合であっても、
そのユーザを特定することができる電話システムおよび電話制御装置を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上述したような課題を解決するために、本発明にかかる電話システムは、電話回線に接
続される電話制御装置と、この電話制御装置に収容された複数の電話機とを有する電話シ
ステムにおいて、電話制御装置は、電話機の呼出先を対応付けて登録した端末登録情報を
記憶する記憶手段と、端末登録情報に基づいて、電話機を呼制御する呼制御手段とを有し
、電話機は、有線伝送路を介して電話制御装置に接続される有線電話機と、無線伝送路を
介して電話制御装置に接続される無線電話機とを含み、端末登録情報により有線電話機と
対応付けられた無線電話機の状態を検出する検出手段と、この検出手段の検出結果に応じ
て端末管理情報を記憶手段に登録する登録手段とをさらに備え、呼制御手段は、有線電話
機が呼び出されたとき、端末管理情報に基づいて、当該有線電話機と対応付けられた無線
電話機を呼び出す電話システムであって、呼制御手段は、無線電話機からの発信を検出す
ると、この無線電話機と対応付けられた有線電話機の識別番号を相手先に送信することを
特徴とする。
【０００９】
　また、本発明にかかる電話制御装置は、電話回線に接続され、複数の電話機を収容し、
電話機の呼出先を対応付けて登録した端末登録情報を記憶する記憶手段と、端末登録情報
に基づいて、電話機を呼制御する呼制御手段とを有し、電話機は、有線伝送路を介して接
続される有線電話機と、無線伝送路を介して接続される無線電話機とを含み、端末登録情
報により有線電話機と対応付けられた無線電話機の状態を検出する検出手段と、この検出
手段の検出結果に応じて端末管理情報を記憶手段に登録する登録手段とをさらに備え、呼
制御手段は、有線電話機が呼び出されたとき、端末管理情報に基づいて、当該有線電話機
と対応付けられた無線電話機を呼び出す電話制御装置であって、呼制御手段は、無線電話
機からの発信を検出すると、この無線電話機と対応付けられた有線電話機の識別番号を相
手先に送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、電話機の呼出先を対応付けて登録した端末登録情報に基づいて電話機
の呼制御が行われるので、同一のユーザにより複数の電話機が使用される場合であっても
、これらの電話機のうち何れの電話機を呼び出せばよいか特定することができるので、結
果として、ユーザを確実に特定することができる。したがって、相手を混乱させるのを防
ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施の形態にかかる電話システムは、電話制御装置１と、少なく
とも１つのボタン電話機（有線子機）２と、少なくとも１つの無線接続装置（ＡＰ：Acce
ss Point）３と、少なくとも１つの無線電話機４とから構成されている。なお、本実施の
形態においては、無線接続装置３が２つ設けられている（無線接続装置３－１，３－２）
場合を例に説明する。
【００１３】
　電話制御装置１は、公衆電話網（ＰＳＴＮ:Public Switched Telephone Network）、Ｉ
ＳＤＮ（Integrated Service Digital Network）、ＩＰ(Internet Protocol)電話網など
の電話網８からの電話回線７に接続されて、電話回線７を終端制御することにより各種呼
制御を行う制御装置である。
【００１４】
　ボタン電話機（有線子機）２は、ＬＡＮ（Local Area Network）などの内線伝送路６を
介して電話制御装置１に接続されて電話制御装置１との間で各種データをやり取りするこ
とにより、電話制御装置１の内線電話機として動作し、その内線電話機の呼に関する音声
通話を行う端末装置である。
【００１５】
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　無線接続装置（ＡＰ）３，３－１，３－２は、内線伝送路６を介して電話制御装置１に
接続されて、無線伝送路５を介して無線電話機４とデジタルデータ通信を行うことにより
、電話制御装置１と無線電話機４との間でやり取りされる各種データを相互に通信する装
置である。
【００１６】
　無線電話機４は、無線伝送路５を介して無線接続装置３と接続されて電話制御装置１と
の間で各種データのやり取りをすることにより、電話制御装置１の内線電話機として動作
し、その内線電話機の呼に関する音声通話を行う端末装置である。
【００１７】
　本実施の形態は、電話制御装置１により、ボタン電話機（有線子機）２と無線電話機４
との対応関係を示す端末登録情報を管理しておき、この端末登録情報に基づいてボタン電
話機（有線子機）２と無線電話機４の呼を制御するようにしたものである。
【００１８】
［電話制御装置］
　図２に示すように、電話制御装置１は、コンピュータで動作する通信制御装置であり、
回線インターフェース部（以下、「回線Ｉ／Ｆ部」という）１１と、ＬＡＮインターフェ
ース部（以下、「ＬＡＮＩ／Ｆ部」という）１２と、記憶部１３と、制御部１４とから構
成される。
【００１９】
　回線Ｉ／Ｆ部１１は、電話網８からの電話回線７を終端制御する回路部であり、電話回
線７について着信検出や発信などの回線制御を行う機能を有している。
【００２０】
　ＬＡＮＩ／Ｆ部１２は、内線伝送路６を介してデジタルデータ通信を行う回路部であり
、ボタン電話機（有線子機）２や無線接続装置（ＡＰ）３と制御データや音声データをや
り取りする機能を有している。
【００２１】
　記憶部１３は、メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部１４での各種
処理に用いる処理情報やプログラム１３Ｐを格納する機能を有している。プログラム１３
Ｐは、回線Ｉ／Ｆ部１１やＬＡＮＩ／Ｆ部１２などの入出力インターフェース部を介して
外部装置や記録媒体から読み取られ予め記憶部１３へ格納される。
【００２２】
　記憶部１３に格納される主な処理情報としては、呼制御情報１３Ａ、端末登録情報１３
Ｂ、位置情報１３Ｃなどがある。呼制御情報１３Ａは、電話回線７の状態や、ボタン電話
機（有線子機）２や無線電話機４の動作状態を管理するための情報である。端末登録情報
１３Ｂは、電話システムのボタン電話機（有線子機）２と無線電話機４の対応関係を示す
情報である。
【００２３】
　図３は端末登録情報１３Ｂの構成例であり、電話制御装置１の内線電話機に割り当てら
れた内線電話番号ごとに、外線や内線電話機に発信する際に相手先の端末装置に表示させ
る電話番号に関する表示番号と、外線や内線電話機からの着信を転送する内線電話機の電
話番号に関する転送先番号と、この転送先番号の内線電話機に着信を転送するか否かを示
す端末管理情報とが組として管理されている。
【００２４】
　位置情報１３Ｃは、ボタン電話機（有線子機）２や無線接続装置３が配置された物理的
な位置に関する情報である。
【００２５】
　制御部１４は、ＣＰＵなどのマイクロプロセッサとその周辺回路からなり、記憶部１３
からプログラム１３Ｐを読み込んで実行することにより、上記ハードウェアとプログラム
１３Ｐを協働させて各種機能手段を実現する機能部である。制御部１４で実現される主な
機能手段としては、呼制御手段１４Ａ、検出手段１４Ｂおよび登録手段１４Ｃがある。
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【００２６】
　呼制御手段１４Ａは、記憶部１３の呼制御情報１３Ａや端末登録情報１３Ｂに基づき回
線Ｉ／Ｆ部１１やＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制御して、電話回線７の回線制御や、ボタン電話
機（有線子機）２および無線電話機４の動作制御を行う機能を有している。
【００２７】
　検出手段１４Ｂは、ＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制御して無線接続装置（ＡＰ）３が通信を行
っている無線電話機４と各種情報のやり取りをすることにより、無線電話機４の電源のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態や、無線電話機４が充電中か否かや、記憶部１３の位置情報１３Ｃに基づ
いてその無線電話機４の位置を検出する機能する機能を有している。
【００２８】
　登録手段１４Ｃは、検出手段１４Ｂにより検出結果に基づいて、端末登録情報１３Ｂの
端末管理情報を登録する機能を有している。
【００２９】
［登録動作］
　次に、図４，図５を参照して、端末登録情報１３Ｂにおける転送先番号の登録動作につ
いて説明する。この登録動作においては、内線電話番号が１０１の有線子機２Ａと、内線
電話番号が１０２の有線子機２Ｂと、内線電話番号が７０１の無線電話機４とを備えた電
話システムにおいて、有線子機２Ａと無線電話機４とが対応付けられる、すなわち同一の
ユーザによって有線子機２Ａと無線電話機４と使用される場合を例に説明する。
【００３０】
　まず、電話制御装置１の制御部１４の検出手段１４Ｂは、無線電話機４の状態を検出す
る。この状態としては、無線電話機４に電源が投入されているか否か、無線電話機４が充
電中であるか否か、無線電話機４が有線子機２Ａから離れた位置にあるか否かが挙げられ
る。それぞれの状態は、以下のようにして検出する。
【００３１】
　無線電話機４に電源が投入されているか否かは、ＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制御して、会社
や工場などの所定の領域に設定された何れかのＡＰ３－１，３－２が通信を行っている無
線電話機４を検出し、この検出した無線電話機４については電源が投入されているものと
して検出する。また、検出した無線電話機４と端末登録情報１３Ｂとを比較し、端末登録
情報１３Ｂに含まれているがＬＡＮＩ／Ｆ部１２により検出されなかった無線電話機４は
、電源が投入されていないものとして検出する。なお、充電中であるか否かは、電源が投
入されているか否かを検出する場合と同様、端末登録情報１３Ｂに含まれているがＬＡＮ
Ｉ／Ｆ部１２により検出されなかった無線電話機４を充電中であるものとして検出するよ
うにしてもよい。
【００３２】
　無線電話機４が有線子機２Ａから離れた位置にあるか否かは、ＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制
御して、無線電話機４と通信を行っているＡＰ３を検出し、位置情報１３Ｃに基づいて当
該ＡＰ３の位置を検出し、例えば有線子機２Ａの位置が当該ＡＰ３により無線電話機４か
らの無線信号を検出可能な範囲外であるなど、当該ＡＰ３の位置が有線子機２Ａから所定
の距離だけ離れている場合、当該無線電話機４は有線子機２Ａから離れた位置にあるもの
として検出する。
【００３３】
　検出手段１４Ｂにより無線電話機４が所定の状態（以下、「登録状態」という）にない
ことが検出されると、登録手段１４Ｃは、端末登録情報１３Ｂにおける有線子機２Ａの端
末管理情報を登録しない。ここで、登録状態ではないとは、例えば、無線電話機４に電源
が投入されていない、無線電話機４が有線子機２Ａの近くにあるなど、ユーザが有線子機
２Ａの近くにいる状態を表す。
【００３４】
　例えば、図４（ａ）に示すように、有線子機２Ａと対応付けられた無線電話機４が、有
線子機２Ａから離れた位置にあるＡＰ３－２により検出されない場合、登録手段１４Ｃは
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、無線電話機４が登録状態にないとして、端末登録情報１３Ｂにその無線電話機４の端末
管理情報を登録しない。このとき、端末登録情報１３Ｂには、図４（ｂ）に示すように、
有線子機２Ａの内線電話番号（１０１）の端末管理情報のフラグが「０」となる。
【００３５】
　一方、検出手段１４Ｂにより無線電話機４が登録状態にあることが検出されると、登録
手段１４Ｃは、端末登録情報１３ｂにその無線電話機４の端末管理情報を登録する。ここ
で、登録状態であるとは、無線電話機４に電源が投入されている、無線電話機４が有線子
機２Ａから離れているなど、ユーザが有線子機２Ａから離れた位置にいる状態を表す。
【００３６】
　例えば、図５（ａ）に示すように、有線子機２Ａと対応付けられた無線電話機４が、有
線子機２Ａから離れた位置にあるＡＰ３－２により検出された場合、登録手段１４Ｃは、
無線電話機４が登録状態にあるとして、端末登録情報１３Ｂにその無線電話機４の端末管
理情報を登録する。すると、端末登録情報１３Ｂには、図５（ｂ）に示すように、転送先
番号に無線電話機４の内線番号（７０１）が登録されている有線子機（１０１）の端末管
理情報のフラグが「１」となる。
【００３７】
　このように、本実施の形態によれば、無線電話機４の状態に応じて、端末登録情報１３
Ｂの端末管理情報が登録される、すなわち端末管理情報のフラグが変更される。
【００３８】
［着信動作］
　次に、図６を参照して、本実施の形態にかかる電話システムにおける着信動作について
説明する。この着信動作は、上述した登録動作と同等の構成の電話システムにおいて、有
線子機２Ｂが有線子機２Ａに対して内線呼出を行った場合を例に説明する。
【００３９】
　有線子機２Ｂが有線子機２Ａに対して内線呼出を行ったことを検出すると、呼制御手段
１４Ａは、端末登録情報１３Ｂにより、有線子機２Ａの端末管理情報を確認する（ステッ
プＳ１）。
【００４０】
　例えば図４に示すように、端末管理情報のフラグが「０」となっている場合（ステップ
Ｓ２：ＮＯ）、呼制御手段１４Ａは、有線子機２Ａのスピーカから呼出音を出力させたり
、有線子機２Ａのディスプレイに有線子機２Ｂの内線番号を表示させたりすることにより
、有線子機２Ａに対して内線呼出を行う（ステップＳ３）。有線子機２Ａのハンドセット
がオフフックされたり、有線子機２Ａの応答ボタンを押下されたりすると、呼制御手段１
４Ａは、ＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制御して内線伝送路６を介して有線子機２Ａと有線子機２
Ｂとの通話パスを接続する。これにより、有線子機２Ａと有線子機２Ｂとの通話が実現さ
れる。
【００４１】
　一方、例えば図５に示すように、端末管理情報のフラグが「１」となっている場合（ス
テップＳ２：ＹＥＳ）、呼制御手段１４Ａは、無線電話機４に対して内線呼出を行う（ス
テップＳ４）。具体的には、図７に示すように、有線子機２Ｂにより有線子機２Ａの内線
番号（１０１）に対する内線呼出を検出すると、呼制御手段１４Ａは、端末登録情報１３
Ｂの端末管理情報を確認する。上述したように、端末管理情報のフラグが「１」となって
いると、呼制御手段１４Ａは、有線子機２Ａの内線番号を転送先番号に置き換える。図５
に示すように、端末登録情報１３Ｂには、有線子機２Ａの転送先番号として無線電話機４
の内線番号（７０１）が登録されているので、呼制御手段１４Ａは、有線子機２Ａの内線
番号（１０１）を無線電話機４の内線番号（７０１）に置き換え、無線電話機４に対して
内線呼出を行う。これにより、無線電話機４のスピーカから呼出音が出力されたり、無線
電話機４のディスプレイに有線子機２Ｂの内線番号が表示されたりする。このような内線
呼出に対して、無線電話機４のハンドセットがオフフックされたり、無線電話機４の応答
ボタンが押下されたりすると、呼制御手段１４Ａは、ＬＡＮＩ／Ｆ部１２を制御して内線
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伝送路６を介して無線電話機４と有線子機２Ｂとの通話パスを接続する。これにより、無
線電話機４と有線子機２Ｂとの間の通話が実現する。
【００４２】
　上述したように本実施の形態によれば、一人のユーザが有線子機２Ａと無線電話機４の
両方を使用する場合において、端末登録情報１３Ｂに端末管理情報が登録されていると、
有線子機２Ａに対して内線呼出等が行われたとき、この内線呼出が有線子機２Ａの転送先
番号として内線番号が登録されている無線電話機４に対して行われるので、発信者は有線
子機２Ａのユーザとの通話を行うことができる。このように、一人のユーザが有線子機２
Ａと無線電話機４の両方を使用する場合においても、そのユーザを確実に特定することが
できる。結果として、そのユーザを呼び出した相手が混乱することを防ぐことができる。
【００４３】
［発信動作］
　次に、図８を参照して、本実施の形態にかかる電話システムにおける発信動作について
説明する。この発信動作は、上述した登録動作および着信動作と同等の構成の電話システ
ムにおいて、無線電話機４が有線子機２Ｂに対して内線呼出を行った場合を例に説明する
。ここで、有線子機２Ａと無線電話機４とは同一のユーザに使用されるものとし、図４（
ｂ），図５（ｂ）に示すように、無線電話機４の表示番号には有線子機２Ａの内線番号が
登録されているものとする。
【００４４】
　無線電話機４が有線子機２Ｂに対して内線呼出を行ったことを検出すると、呼制御手段
１４Ａは、端末登録情報１３Ｂにより、無線電話機４の表示番号を確認し（ステップＳ１
１）、無線電話機４の表示番号を取得する（ステップＳ１２）。上述したように、有線子
機２Ａと無線電話機４とが対応付けられており、図４（ｂ），図５（ｂ）に示すように、
無線電話機４の表示番号には有線子機２Ａの内線番号（１０１）が登録されている。した
がって、呼制御手段１４Ａは、無線電話機４の表示番号として有線子機２Ａの内線番号（
１０１）を取得する。
【００４５】
　表示番号を取得すると、呼制御手段１４Ａは、有線子機２Ｂに対して内線呼出を行う際
に、取得した表示番号を発信者番号として有線子機２Ｂに送信する（ステップＳ１３）。
具体的には、図９に示すように、無線電話機４により有線子機２Ｂに対する内線呼出を検
出すると、呼制御手段１４Ａは、端末登録情報１３Ｂを確認する。端末登録情報１３Ｂに
は、無線電話機４の表示番号として有線子機２Ａの内線番号（１０１）が登録されている
ので、呼制御手段１４Ａは、有線子機２Ｂに送信する発信者番号を有線子機２Ａの内線番
号（１０１）とし、有線子機２Ｂに対して内線呼出を行う。すると、有線子機２Ｂのディ
スプレイには、有線子機２Ａの内線番号（１０１）が表示される。したがって、有線子機
２Ｂのユーザは、有線子機２Ａのユーザからの内線呼出であることを認識することができ
る。このような内線呼出に対して、有線子機２Ｂのハンドセットがオフフックされたり、
有線子機２Ｂの応答ボタンが押下されたりすると、呼制御手段１４Ａは、ＬＡＮＩ／Ｆ部
１２を制御して内線伝送路６を介して無線電話機４と有線子機２Ｂとの通話パスを接続す
る。これにより、無線電話機４と有線子機２Ｂとの間の通話が実現する。
【００４６】
　会社や工場等に設置される電話システムにおいて、一人のユーザが有線子機と無線電話
機の両方を使用すると、同じユーザからの内線呼出の場合であっても通知される内線番号
が異なるため、何れのユーザからの着信か識別することが困難であった。そこで、本実施
の形態では、端末登録情報１３Ｂにおいて無線電話機４の表示番号を有線子機２Ａの内線
番号と登録することにより、有線子機２Ａと無線電話機４の両方を使用するユーザからの
着信は、常に有線子機２Ａの内線番号が通知される。このため、何れのユーザからの着信
かを容易に特定することができる。結果として、そのユーザから呼び出された相手が混乱
するのを防ぐことができる。
【００４７】
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　なお、本実施の形態では、一人のユーザが有線子機と無線電話機を使用する場合を例に
説明したが、一人のユーザが使用する電話機は有線子機と無線電話機に限定されず、例え
ば、２台以上の有線子機、２台以上の有線子機と１台の無線電話機、１台の有線子機と２
台以上の無線電話機、２台以上の無線電話機など、有線子機と無線子機の組み合わせや数
量を適宜自由に設定することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明は、無線電話機とボタン電話機とを収容した電話システムに適用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明の電話システムの構成を模式的に示す図である。
【図２】電話制御装置の構成を示すブロック図である。
【図３】端末登録情報を説明する図である。
【図４】（ａ）は登録状態にない場合の電話システムの構成を模式的に示す図、（ｂ）は
（ａ）の場合における端末登録情報を示す図である。
【図５】（ａ）は登録状態の場合の電話システムの構成を模式的に示す図、（ｂ）は（ａ
）の場合における端末登録情報を示す図である。
【図６】内線呼出動作を示すフローチャートである。
【図７】図６の場合の電話システムの動作を説明するための図である。
【図８】無線電話機からの発信動作を示すフローチャートである。
【図９】図８の場合の電話システムの動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５０】
　１…電話制御装置、２，２Ａ，２Ｂ…ボタン電話機（有線子機）、３…無線接続装置、
４…無線電話機、５…無線伝送路、６…内線伝送路、７…電話回線、８…電話網、１１…
回線Ｉ／Ｆ部、１２…ＬＡＮＩ／Ｆ部、１３…記憶部、１３Ａ…呼制御情報、１３Ｂ…端
末登録情報、１３Ｃ…位置情報、１３Ｐ…プログラム、１４…制御部、１４Ａ…呼制御手
段、１４Ｂ…検出手段、１４Ｃ…登録手段。
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